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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

糖
尿
病
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

(

平
成
二
十
一
年
三
月
青

森
県
条
例
第
十
二
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

県
内
の
糖
尿
病
患
者
の
治
療
状
況
や
治
療
内
容
の
実
践
状
況
等
を
把
握
し
、
今
後
の
糖
尿
病
対

策
に
つ
い
て
検
討
す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

糖
尿
病
と
診
断
を
受
け
た
青
森
県
内
に
住
所
を
有
す
る
患
者
で
、
調
査
日
に
入
院
し
て
い
る
又

は
外
来
受
診
し
た
患
者

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

�

糖
尿
病
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

�

身
長
、
体
重
、
家
族
構
成
、
最
終
学
歴
、
職
業
、
世
帯
年
収

	

糖
尿
病
発
見
の
き
っ
か
け




治
療
内
容
の
理
解
と
行
動

�

喫
煙
、
飲
酒
習
慣

�

糖
尿
病
の
治
療
中
断
の
有
無
と
中
断
理
由



糖
尿
病
治
療
継
続
の
た
め
に
必
要
だ
と
思
う
こ
と

�

医
療
機
関
変
更
の
有
無
と
変
更
理
由

�

糖
尿
病
調
査

�

同
意
者
、
入
院
・
外
来
別

	

患
者
の
住
所
、
性
別
、
年
齢
、
身
長
、
体
重
、
保
険
区
分




糖
尿
病
分
類
、
罹
病
期
間
、
治
療
内
容
、
空
腹
時
血
糖
値
、
随
時
血
糖
値
、
ヘ
モ
グ
ロ

ビ
ン
エ
ー
ワ
ン
シ
ー
値
、
糖
尿
病
合
併
症
の
有
無

�

患
者
の
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
改
善
・
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
要
因

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
四
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

１
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の
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の
�
に
つ
い
て
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( )

糖
尿
病
と
診
断
を
受
け
た
県
内
に
住
所
を
有
す
る
患
者
で
、
調
査
日
に
入
院
し
て
い
る
又
は

外
来
受
診
し
た
患
者

２

三
の
１
の
�
に
つ
い
て

県
内
の
医
療
機
関

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

四
の
２
に
対
し
て
調
査
票
を
送
付
し
、
四
の
１
及
び
四
の
２
が
記
入
し
た
調
査
票
を
四
の
２
が

取
り
ま
と
め
て
返
信
用
封
筒
に
入
れ
、
送
付
し
て
も
ら
い
回
収
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

平
成
二
十
八
年
中
小
企
業
等
労
働
条
件
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計

調
査
条
例

(

平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

県
内
の
民
間
中
小
企
業
等
の
労
働
条
件
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
安
定
し
た
労
使
関
係
の
構
築
の

た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
所
在
す
る
民
営
の
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

�

事
業
所
の
現
状

(

事
業
内
容
、
労
働
者
数
、
非
正
規
労
働
者
を
正
規
労
働
者
に
転
換
す
る

制
度
の
有
無
、
正
規
労
働
者
へ
の
今
後
の
登
用
方
針
、
労
働
組
合
の
有
無
、
多
様
な
働
き
方)

�

労
働
時
間

(

変
形
労
働
時
間
制
の
採
用
状
況)

�

一
時
金
支
給
状
況

�

休
暇
制
度

(

週
休
制
の
形
態
、
年
間
休
日
日
数
、
年
次
有
給
休
暇
及
び
そ
の
他
の
有
給
休

暇
制
度)

�

育
児
休
業
制
度

(

就
業
規
則
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
及
び
利
用
期
間
、
職
場
復
帰
人

数
、
そ
の
他
の
育
児
関
連
制
度
及
び
対
象
期
間)

�

子
ど
も
看
護
休
暇
制
度

(

就
業
規
則
の
定
め
の
有
無
、
利
用
可
能
日
数
、
利
用
実
績)

�

介
護
休
業
制
度

(

就
業
規
則
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
、
そ
の
他
の
介
護
関
連
制
度)

	

介
護
休
暇
制
度

(

就
業
規
則
の
定
め
の
有
無
、
利
用
可
能
日
数
、
利
用
実
績)




育
児
・
介
護
休
業
者
の
代
替
要
員
に
つ
い
て

�

病
気
休
職
・
病
気
休
業
制
度

(

就
業
規
則
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績)

�

働
き
方
改
革

(

認
知
度
、
必
要
性
、
取
組
状
況
、
取
組
検
討
テ
ー
マ
及
び
そ
の
問
題
点
、

必
要
な
行
政
支
援)

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

県
内
に
所
在
す
る
民
営
の
事
業
所
の
う
ち
産
業
分
類
別
に
無
作
為
抽
出
し
た
千
事
業
所
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
次
の
村
道
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行

令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
青
森
田
代
十

和
田
線

青
森
市
桜
川
八
丁
目
五
四
六
の
二
五
か
ら

青
森
市
筒
井
四
丁
目
二
七
〇
の
一
ま
で

平
成
��･

��･

��

国
道
一
〇
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
小
島
崎
一
五
五
の
一
か

ら西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
豊
田
五
の
一
ま
で

��･

��･

��

路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

完
了
の
日

温
泉
線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
温
泉
沢
三
五
の

二
七
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
温
泉
沢
三
九
の

二
ま
で

道
路
改
良

平
成

��･

��･

�

２ １

県

道

国

道

八
戸
野
辺
地

線 一
〇
一
号

三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
二
二
の
一
二
五
か
ら

三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
七
六
の
二
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
小
島
崎
一
五
五
の
一
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
豊
田
五
の
一
ま
で

後 後 前 後 後 前

九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
、
四
六
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
六
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
六
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル



( )

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
ば
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

類
家

伸
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
柏
崎
二
丁
目
七
の
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
に
悩
む
親
子
・
家
族
を
支
え
る
た
め
に
、
相
談
活
動
や

学
習
支
援
、
家
族
会
の
開
催
、
講
演
会
等
の
学
習
教
育
事
業
の
実
施
と
、
経
済
的
な
困
難
を
抱
え

不
登
校
・
引
き
こ
も
り
に
陥
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
自
立
支
援
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
不
登
校
や

引
き
こ
も
り
に
対
す
る
社
会
的
理
解
を
広
め
る
た
め
の
広
報
や
研
究
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

も
っ
て
地
域
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
八
伸
総
業

二

代
表
者
の
氏
名

中
村

清
隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
矢
神
一
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
九
三
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部
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政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

勝
手
連
・
市
民
の

会

今
村

修

三
浦

優
子

青
森
市
本
町
二
丁
目

一
の
一
〇

平
成

��･

��･

�

あ
お
も
り
再
生
会

出
戸
端

勉

鹿
内

嘉
克

青
森
市
青
柳
二
丁
目

四
の
一

��･

��･

�

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)
異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

(

政
治
資
金
規
正

法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
27
年
分
�
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森

県
第
一
選
挙
区
支
部
の
項
中

｢
｢

を

に
訂
正
す
る
。
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主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
五
林
平
字
三

宅
二
四
の
一

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
大
俵
字
和
田

四
二
四

自
由
民
主
党
板
柳
町

支
部

(
齊
藤

直
飛
人)

代

表

者

齊
藤

直
飛
人

安
田

弘

平
成

��･

��･

�

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
党
青
森
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部

平
山

幸
司

平
成
��･

��･

��

自
由
党
青
森
県
総
支
部
連
合
会

平
山

幸
司

��･

��･

��

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

ひ
ら
こ
う
ア
オ
モ
リ
の
会

平
山

幸
司

平
成
��･

��･

��

平
山
幸
司
青
森
県
連
合
後
援
会

中
野

美
智

��･

��･

��

平
山
幸
司
後
援
会

佐
藤

幸
孝

��･

��･

��

届
出
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

平
山

幸
司

ひ
ら
こ
う
ア
オ
モ
リ
の
会

平
成
��

･

��･

��

9,720,000
200,000

11,000,000

9,680,000

3,708,000
1,500,000
2,108,000

100,000

3,708,000

26,958,299
24,588,000
3,494,253
28,082,253

9,720,000
200,000

16,500,000

9,680,000

3,708,000
1,500,000
2,108,000

100,000

3,708,000

26,958,299
30,088,000
3,494,253
33,582,253



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｣
｣

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
27
年
分
�
政
党
の
支
部
の
�
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与

さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
訂
正
す
る
。

｣
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3,100,000
8,437,441

584
3,130,000

1,279,767
54,000

1,333,767

3,973,090

18,520,858
4,211,293
4,146,714
442,851
9,720,000

3,100,000
8,437,441

584
3,130,000

1,279,767
54,000

1,333,767

3,973,090

18,520,858
4,211,293
4,146,714
442,851
9,720,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
一

選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
本
部

11,000,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
一

選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

自
由
民
主
党
本
部

5,500,000

11,000,000


